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高山市議会 議会活動評価報告書

【はじめに】

高山市議会では、市民の代表機関として市民と情報を共有し、市民意見を市

政に反映させることに合わせ、議会の行う活動が市民の福祉の向上につながる

ことが重要であると考えています。そして、議会が市民意見を聴取し、議員間

討議を行い、時には理事者側との善政競争も行いながら、議案審査や政策立案

に効果的に反映させることで住民福祉の向上を目指すものです。

高山市議会では平成２３年５月の議会基本条例の施行により様々な取組み

を実施してきました。そのなかでは議会基本条例第２４条において、議会改革

の継続的な取組みを進めるために議会基本条例推進協議会（以下、「推進協」

という。）を設置し、条例に基づく活動について評価を行うものと規定してい

ます。そして、評価については、少なくとも年１回行うものとしています。

市民の負託に応えられる議会の実現及び議会運営の活性化を図るとともに

説明責任を果たすため、議会活動及び議会改革について、議会基本条例に基づ

き評価を行いました。

今回の評価は内部評価（自己評価）を行い、その結果を取りまとめたもので、

議会活動の現状を把握するとともに、今後の取組みに生かし、さらなる改革を

進めていくこととしています。

【評価の対象期間】

今回の評価については、議員任期３年目の令和７年５月～令和８年４月にお

ける内部評価となります。

≪対象期間の考え方≫

評価の期間は原則として議員任期の４年間を１サイクルとし、１～３年目

については内部（自己）評価、４年目に外部評価（有識者による第三者評価

を想定）及び総括を行います。

議員任期の４年を１サイクルとすることで、期初には議員任期の４年間の

目標を決め、議会の４年間の活動の成果とともに、改選後も引き続き取り組

むべき課題を明確化し、次の任期の議会へと申し送りすることで議会の継続

性を確保します。

【評価方法】

（公財）日本生産性本部「地方議会成熟度評価モデル」（概要版）を活用

し、評価を行います。
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≪評価の考え方≫

この評価モデルでは、議会改革の取組みを住民福祉の向上につなげるた

め、活動の成果そのものではなく取組み方の状態を３段階で評価するもの

で、①プロセスの質、②実質的な改革、③議会の状態を包括的に評価（数

値化ができない事項は評価の対象とすることが難しいことから成果そのも

のではなく取組み方の状態を評価）しています。

≪評価の尺度≫

この評価モデルでは、議会の組織的な能力を段階的に示す「成熟度」を

尺度として用いられています。

「成熟度」とは議会活動のプロセスや価値観（考え方）、議員間での対

話のあり方、議事機関としての議会や議会事務局の能力の発揮状況など、

議会が住民福祉の向上を実現できる状態を段階的に表したものとされてい

ます。

例えば、課題に対する認識や前提とする考え方が議会全体で十分に共有

されるとともに（認識）、仕組みや制度、プロセスが十分に整備され最適

化され、継続性も維持しており（方法）、議会から政策提言が行われ住民

福祉の向上につながる、優れた成果を生み出している（結果）議会運営の

状態、言い換えれば「議会からの政策サイクル」が最適化されて回ってお

り、結果が出ている状態を「成熟度が高い」として評価しています。

この成熟度の評価では

①目的や背景、前提とする考え方が全体で共有できているか

②仕組みや制度の形で継続性を持った取組みとなっているか

③取組みの成果と言えるものが明らかになっているか

という要素に着目して議会の状態を包括的に判断しています。

≪評価項目≫

評価は、５つの視点に１６の具体的な確認項目で構成されており

視点１：戦略プラン（①理想的な姿の構想、②課題の明確化、③課題解決

の具現化）

視点２：政策サイクル（④住民との対話、⑤議員間の討議、⑥政策立案・

提言・議案審査、⑦総合計画と財政への関与、予算・決算の連動）

視点３：条件整備（⑧能力向上、⑨体制づくりと活動整備、⑩内部資源と

外部連携の活用）

視点４：信頼と責任（⑪法令等遵守、⑫情報公開と説明責任、⑬危機管理、

⑭主権者教育と政策議論の充実）

視点５：振り返りと学び（⑮振り返りの取組み方、⑯振り返りの結果の活

用）

これらの項目により評価を行っています。
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≪評価の主体≫ 資料２ 項目番号

・議長室（議会活動全体の評価） ： ①②③⑮⑯

・推進協第１分科会（議会運営委員会の活動の評価） ： ⑧⑨⑩⑪⑬

・推進協第２分科会（常任委員会の活動の評価） ： ⑤⑥⑦

・推進協第３分科会（広報広聴委員会の活動の評価） ： ④⑫⑭

【評価結果】

資料１（議会プロフィール）

資料２（評価結果）

≪議会プロフィール≫

議会プロフィールでは、住民本位（住民起点）・独自能力・チーム議会・

社会との調和の４つの理念（考え方）を重視するとともに未来起点の発想

法「バックキャスティング」の考え方を採用し、議会に期待される役割（ミ

ッション）と理想的な姿（ビジョン）を明確化し、評価を通じて現在の姿

を把握していく。そして、取り組むべき課題を導き出し、通任期（４年間）

の活動目標として行動を具体化します。

この議会プロフィールを作成するにあたり、議会の方向性を議論するこ

とが「チーム議会」をより強固なものにしていくものと考えています。
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【参考】

≪高山市議会基本条例（抜粋）≫

（議会改革の推進）

第２４条 議会は、議会改革の継続的な取組みを進めるため、議会基本条

例推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置し、本条例に基づ

く活動について研修及び議論並びに評価を行うものとする。

２ 推進協議会は、前項の評価について、少なくとも年１回行うものとし、

その評価に当たっては、市民の意見を聴取するものとする。

３ 推進協議会に関し必要な事項は別に定める。

≪高山市議会基本条例推進協議会運営要綱（抜粋）≫

（趣旨）

第１条 この要綱は、高山市議会基本条例第２４条第３項に基づき、議会改

革の継続的な取組みの推進とその活動及び評価について総合的かつ継続

的な検証及び議論を行い改善に努めるため、議会基本条例推進協議会の組

織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条 推進協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

⑴ 議会運営委員会の活動の評価及び改善に関すること

⑵ 常任委員会の活動の評価及び改善に関すること

⑶ 広報広聴委員会の活動の評価及び改善に関すること

（分科会）

第５条 実質的な調査、検討及び方向性の確認を行うため、推進協議会に分

科会を設置する。

２ 分科会の名称、所掌事項及び委員の構成メンバーは次の表のとおりとす

る。

名称 所掌事務 委員の構成メンバー

第１分科会 議会運営委員会の活動の評

価及び改善に関すること。

議会運営委員会委員

第２分科会 常任委員会の活動の評価及

び改善に関すること

各常任委員会正副委員長

第３分科会 広報広聴委員会の活動の評

価及び改善に関すること

広報広聴委員会正副委員長

広報広聴委員会広報部会

正副部会長

広報広聴委員会広聴部会

正副部会長
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≪会議規則（抜粋）≫

（協議又は調整を行うための場）

第１６０条 法第１００条第１２項の規定による議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（以下「協議等の場」という。）を別表のとおり

設ける。

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、

議会の議決でこれを決定する。

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構

成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

（別表）

議会基本条例推進協議会：高山市議会基本条例に基づく活動について、

検証及び議論並びに評価を行う。


